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⑧
豊
臣
秀
吉
書
状 

 
 
 

[

天
正
一
五
年
（
一
五

八
七
） 

徳
川
中
納
言
（
家
康

） 

宛] 

 

駿
州
江
被
相
越 

大
儀
候
、
早
々
可
申
遣 

処
、
九
州
面
出
馬
之 

儀
付
而
延
引
候
、
次 

小
笠
原
并
真
田 

両
人
事
召
上
、
対 

其
方
可
随
心
之
旨 

被
仰
聞
、
則
酒
井
左
衛
門
尉 

申
含
、
伊
藤
大
郎
左
衛
門
尉 

相
添
遣
候
条
、
被
得 

其
意
、
入
魂
簡
要
候
、 

随
而
関
東
無
事
之
儀
、 

条
々
左
衛
門
尉
仁
被
仰
含
候
、 

是
又
急
度
北
条
へ 

可
被
相
進
候
、
留
主
中 

五
月
以
前
ニ
可
被
相
極 

儀
尤
候
、
猶
両
人
可 

申
候
也
、 

 
 

 

二
月
廿
四
日 

秀
吉(

花
押)

 

  
 

 

徳
川
中
納
言
殿 
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読
み 

駿
州
へ
相
い
越
さ
れ
大
儀
に
候
、
早
々
申
し
遣
わ
す
べ
き
処
、
九
州
面
へ
出

馬
の
儀
に
付
い
て
延
引
し
候
、
次
小
笠
原
并
真
田
両
人
事
召
上
、
そ
の
方
に

対

し

て

随

心

す

べ

き

の

旨

仰

せ

聞

か

さ

れ

、

則

ち

酒

井

左

衛

門

尉

申

し

含

み
、
伊
藤
大
郎
左
衛
門
尉
相
い
添
え
遣
わ
し
候
条
、
其
意
を
得
ら
れ
、
入
魂

簡
要
に
候
、
随
て
関
東
無
事
の
儀
を
条
々
左
衛
門
尉
ニ
仰
せ
含
め
ら
れ
候
、

是
又
急
度
北
条
へ
相
い
進
ら
す
べ
く
候
、
留
主
中
五
月
以
前
に
相
い
極
め
ら

る
べ
き
の
儀
も
っ
と
も
候
、
猶
両
人
申
す
べ
き
候
也
、 

 
 

 

二
月
廿
四
日 

秀
吉(

花
押)

 

  
 

 
 

徳
川
中
納
言
殿 

 

内
容 （

徳
川
中
納
言(

家
康)

が
）
駿
府
へ
到
着
し
た
こ
と
は
ご
苦
労
で
し
た
。

早
々
に
書
状
を
出
す
と
こ
ろ
、
九
州
へ
の
出
馬
の
件(
準
備)

で
遅
れ
て
し
ま

い
ま
し
た
。
小
笠
原
と
真
田
両
人
の
こ
と
、
召
し
上
げ
て
そ
ち
ら
に
従
う
よ

う
に
命
じ
ま
し
た
。
酒
井
左
衛
門
尉
に
そ
の
こ
と
を
申
し
含
み
、
伊
藤
大
郎

左
衛
門
尉
を
添
え
て
遣
わ
し
ま
し
た
の
で
、
そ
の
意
を
く
み
と
っ
て
仲
良
く

す
る
こ
と
が
大
事
で
す
。
さ
て
、
関
東
の
和
平
の
こ
と
に
つ
い
て
色
々
と
（
酒

井
）
左
衛
門
尉
に
申
し
含
め
ま
し
た
の
で
、
す
ぐ
に
北
条
方
へ
伝
え
て
く
だ

さ
い
。
自
分
が
（
九
州
に
出
陣
し
て
い
る
）
留
守
中
の
五
月
ま
で
に
決
着
し

て
く
だ
さ
い
。
両
人(

酒
井
と
伊
藤)

が
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
申
し
ま
す
。 

  

 


